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雄武町図書館（雄武町栄町）
☎84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日曜日）
休館日 月曜日・祝日
（火・日は12時～13時まで施錠）

図書館
情報

1941 年、21 歳のユダヤ人歯科医学
生が強制収容所へ送られた。母は彼に
歯の治療用具箱を持たせ…機転と知恵
を働かせ、信じがたい試練をかいく
ぐって生き延びた青年が、自ら綴った
ノンフィクション

「ついていい嘘と、いけない嘘ってど
う違う？」「人数が多いほうが、正し
いの？」など、どう考えてどう答えた
らよいのか難しい問題ばかりを子ども
から大人までみんなで考えました。

今月の新着図書 Newly-imported books

雨と詩人と落花と（葉室麟）・祝葬（久坂部羊）・じっ
と手を見る（窪美澄）・死の島（小池真理子）・に
らみ（長岡弘樹）・樽とタタン（中島京子）・三千
円の使いかた（原田ひ香）・さよなら、わるい夢
たち（森晶麿）・食堂メッシタ（山口恵以子）・牛
天神（山本一力）・意識のリボン（綿矢りさ）・マ
ザリング ･ サンデー（グレアム ･ スウィフト）・
終わりと始まり 2.0（池澤夏樹）

ハイキュー！！ 32（古舘春一）・アーサー王の
世界 1 ～ 3（斉藤洋）・手ぶくろを買いに（新美
南吉 / どいかや）・わたしはヴァネッサと歩く ク
ラスのいじめを止めさせた、たった一つの行動（ケ
ラスコエット）・都道府県日本の地理データマッ
プ・にゅうしちゃん（minchi）・いっぺんやって
みたかってん（はっとりひろき）・クマと少年（あ
べ弘士）

新着図書（一般書）新着図書（一般書） 新着図書（児童書）新着図書（児童書）

アウシュヴィッツの歯科医
ベンジャミン・ジェイコブス / 著

答えのない道徳の問題どう解く？
やまざきひろし / 文

きむらよう・にさわだいらはるひと / 絵

今月のおすすめ情報 Recommended information of this month
平成 30 年度読書感想文コンクール入賞者発表（敬称略）
◎小学校３年生の部                     
最優秀賞 石村 結依 （共栄）
優 秀 賞 渡邊 嬉乃 （雄武）
佳 作 小野 愛翔 （沢木）

海鉾 陽向 （雄武）
               加賀 椿姫 （沢木）

◎小学校４年生の部
最優秀賞   平野 夢月弥    （共栄）
優 秀 賞 阿部   ひまわり （雄武）

山田 美志     （豊丘）
佳 作 小野 唯菜       （雄武）
               佐野 心美     （雄武）
               髙橋 丹来       （雄武）

◎小学校５年生の部
最優秀賞 石村 芽依    （共栄）
優 秀 賞 石井 煌大      （雄武）
佳 作 竹田 琉莞      （沢木）

平野 来弥    （共栄）

◎小学校６年生の部
最優秀賞 花松 明奈 （豊丘）
優 秀 賞 中村 のあ （共栄）
佳 作 池田 梨生 （豊丘）

國井 琴美 （雄武）

◎中学生の部
最優秀賞 碇谷 陽          （３年）
優 秀 賞 工藤   風稀    （２年）

竹田   純菜    （１年）
佳 作 舘山   恵匠    （３年）

五十嵐 乙葉    （２年）

◎高校生の部
最優秀賞 大澤   七望 （３年）
優 秀 賞 大和田 果江   （１年）
佳 作 澤村   佳弥 （２年）

障害基礎年金について

暮らしの

年金情報

障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格を失った後でも、60 歳
以上 65 歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日※ 1 がある病気やけがにより障がい者となり、
日常生活に制限を受ける状態になったとき支給される年金です。

障害基礎年金は、障害の程度によって１級と２級に分かれています。
※ 1 初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

受給要件
以下の要件すべてに該当する人が受給できます。

◉障害の原因となった病気やけがについて、初診日において国民年金の被保険者であるとき、
または国民年金の被保険者であった人が国内に住所を有し、60 歳以上 65 歳未満であるとき。
・65 歳以降に初診日がある傷病は対象になりません。
・65 歳前に老齢基礎年金を繰り上げ受給している人は、繰り上げ受給以降に初診日がある傷

病による障害は対象となりません。

◉障害の程度が、障害認定日※ 2 において国民年金法施行令別表の１級・２級に定める程度であ
ること。

※ 2  障害認定日とは、障害の程度を定める日のことです。
 障害の原因となった傷病についての初診日から起算して１年６か月を経過した日、または１年６か月以内に症状が

     固定した場合はその日をいいます。

◉初診日の前日において、次の保険料納付要件のいずれかを満たしていること。
・初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その期間のうち保険料納付済

期間（免除・納付猶予・学生納付特例期間を含む）が３分の２以上であること。

・初診日が平成 38 年 3 月 31 日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの直近の
1 年間に保険料の未納期間がないこと。

（一部納付免除は一部納付保険料を納めないと未納扱いとなります。）

・20 歳前に初診日があるときは、20 歳になったときに障害等級の１級または２級に該当する
障害の状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。

   （本人の前年の所得により全額または半額の支給停止となる場合があります。）

障害基礎年金の額（平成 30 年度）
１級障害 974,125 円  ２級障害 779,300 円
子の加算額 子２人目まで１人につき 224,300 円 子３人目から１人につき   74,800 円

（18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子か、20歳未満で障害等級1級、2級である子）

問住民生活課戸籍住民係（障害の原因となった傷病の初診日に国民年金加入中の場合）
問北見年金事務所お客様相談室（厚生年金加入中または第３号被保険者の場合）

☎０１５７ ‐ ３３ ‐ ６００７


